
－ １ － 

（参考資料）介護保険料納付通知書・介護保険負担限度額認定証および後期高齢者医療限度額適用・標

準負担額減額認定証の確認方法及びコピー方法 

 

１「介護保険料納付通知書」の場合。（1枚目の写しを添付する。） 

 

 

２ 介護保険負担限度額認定証の場合   ３ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の場合 

（認定書の写しを添付する。） 

※保険料段階第１～３段階の対象者 

に発行することができる認定書。 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「区分Ⅰ・区分Ⅱ」を

確認しコピーしてくだ

さい。 

氏名、住所を 

確認してください。 

第１～第３段階を確認

してください。 


